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令和３年７月15日

　一般社団法人静岡県建設業協会会長　様　


静岡県くらし・環境部環境局生活環境課長

　令和３年７月豪雨により発生した熱海市の災害廃棄物の処理等に係る
石綿飛散防止対策について（依頼）
　日頃から、環境保全行政の推進につきましては、御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

令和３年７月１日からの大雨による熱海市の土石流で大きな被害が発生し、県としてはその復旧・復興に全力で取り組んでいるところです。

今回の土石流で被害を受けた多くの建築物等については、今後の解体、撤去、補修工事及び災害廃棄物の処理等に伴い、石綿の飛散が懸念されるところであり、環境省からも別添１のとおり令和３年７月９日付け事務連絡により対策等が周知されています。
つきましては、石綿飛散防止対策として、被災建築物等の石綿使用状況及び被害状況等を把握し、適切に処理を行うことが重要であることから、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（平成29年９月環境省）」に沿った適切な対応を行っていただきますよう、貴会員に対し周知をお願いいたします。

なお、被災建築物等においても、その解体及び補修工事に際しては、大気汚染防止法に基づく石綿の「事前調査」（別添２参照）を行う必要があります。ただし、安全等の問題から、建築物等の全て又は一部区画へ「立入不可」と判断された場合、当該範囲における解体は「注意解体」とし、安全への配慮と石綿の飛散防止の両立を図る必要があります（別添３参照）。
今後、吹付け石綿又は断熱材等が使用されている可能性のある建築物等について「注意解体」を実施する場合は、熱海市を管轄する東部健康福祉センター生活環境課へ作業方法等につきまして、事前に協議いただきますよう併せて周知をお願いします。
【建築物等の解体等工事に係る問合せ先】

東部健康福祉センター生活環境課生活環境班

　　　　　　電　話　055-920-2136

　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　055-920-2194

　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　kftoubu-yakukan@pref.shizuoka.lg.jp

　　　　　　　　　　　　　　　【その他問合せ先】

くらし・環境部環境局生活環境課大気水質班

電　話　054-221-2258

　　　　　　　　　　　　　　　　FAX  054-221-3665

E-mail　seikan@pref.shizuoka.lg.jp

